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中小企業が、事業協同組合等を活用して、共同で障害者を雇用する仕組みを創設規制の名称

平成２０年３月

　障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第45条の３関係

　本案の「事業協同組合等を活用して共同で障害者を雇用する中小事業主等について、まとめて雇用率を算定する特例を設ける仕組
み」を届出制にする。

評価実施時期

規制の新設・改廃の内容・目的

　中小企業においては、障害者雇用の仕事量確保の困難性及び特例子会社設立の困難性に鑑み、事業協同組合等を活用して共同で
障害者雇用を図ることが有効であることから、障害者の雇用管理の配慮、事業協同組合等や各中小企業の雇用障害者数、障害者雇
用を実施するための計画（実施計画）の作成等の基準について、厚生労働大臣の認定を受けた場合、各中小企業は雇用した障害者を
事業協同組合等が雇用した障害者とみなしてまとめて雇用率を算定する特例を設ける。

【規制の対象】
　特例の対象となる認定を受ける事業協同組合等（※）
（※）組合等とは、事業協同組合等その他特別の法律により設立された組合であって厚生労働省令で定めるもの。
【規制の様態】
　当該仕組みの認定を受けるための申請

想定される代替案



代替案

（遵守費用）

　届出手続

（行政費用）

　国において届出に係る確認等の行政コストが生じる。

（その他の社会的費用）

  特になし

代替案

(障害者への便益）
　代替案を利用することで、単純に事業協同組合等及び複数の中
小企業で雇用率を合算し法定雇用率が達成される場合があるが、
この場合、障害者雇用への配慮や雇用の取組等の要件が係らな
いことにより、個々の企業では障害者雇用の取組が行われず、か
えって障害者の雇用機会を狭めることになりかねない。

（事業主への便益）

　法定雇用率未達成企業であっても、当該仕組みを利用すること
で、法定雇用率が達成される可能性がある。

　中小企業における障害者の雇用機会が確保される。

　個々の中小企業では、障害者雇用率が未達成であっても、事業
協同組合等とまとめて雇用率が算定されることにより、障害者雇用
義務の履行がより可能になる。

新設・改廃する規制案

　国において認定に係る審査等の行政コストが生じ、それらの事務
を行う担当官の増員が必要となる可能性がある。

  特になし

想定される便益

新設・改廃する規制案想定される費用

  認定に係る申請手続



備考

一定期間経過後の見直し（レ
ビュー）を行う時期又は条件 ・障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）の一部改正法において、　以下のとおり、見直し条項を設ける。

（法附則第５条）政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された障害者の
雇用の促進等に関する法律の規定に基づく規制の在り方について、検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要
の措置を講ずるものとする。

　近年、中小企業において障害者雇用が低下傾向にある中で、一定の要件の下、事業協同組合等を活用して複数の企業が共同して障
害者の雇用機会を確保し、当該中小企業が雇用する労働者を事業協同組合等が雇用する労働者とみなして、まとめて雇用率を算定す
る仕組みは、障害者にとっても事業主にとっても便益が大きく、障害者の雇用の促進という政策的目的を達成するために、有効であると
いう結論に達した。
　なお、事業協同組合等を活用して複数の企業が共同して障害者の雇用機会を確保し、当該仕組みを利用する対象事業主が雇用する
労働者を、当該事業協同組合等が雇用する労働者とみなして、まとめて雇用率を算定する仕組みにおいて、当該仕組みを利用する者
の認定を設けない代替案は、一定の規制を設ける当該仕組みと比べて、障害者の雇用に配慮しない企業であっても法定雇用率が達成
されるという事業主への便益があるものの、個々の企業では障害者雇用の取組が行われず、かえって障害者の雇用機会を狭めること
となりかねないこととなり、障害者への便益は減少する。そのため、障害者の雇用の促進と安定を図るという政策目的を達成する上で、
当該仕組みは適切な手段であるという結論に達した。

 労働政策審議会意見書「今後の障害者雇用施策の充実強化について－障害者の雇用機会の拡大に向けて－」（平成19年12月19日）
において以下のとおり報告されている。

　２　中小企業における障害者雇用の促進
　（２）事業協同組合等を活用した障害者雇用に対する障害者雇用率制度の適用
　個々の中小企業が職務の分析・再整理を通じて仕事を切り出し、障害者の雇用機会を拡大することのほか、複数の中小企業が事業
協同組合等を活用して共同で障害者の雇用機会を拡大することも、中小企業における雇用促進のために有効であると考えられる。ま
た、これは、各地域それぞれの産業の特色をいかしながら、障害者にとって身近な地域において、中小企業が障害者の雇用の場を提
供することにもつながると考えられる。
　このため、中小企業が、事業協同組合等を活用して共同して事業を行い、当該事業協同組合等において障害者を雇用する場合に、
障害者雇用率制度を適用する仕組みを創設することが適当である。また、具体的な制度設計に当たっては、実態上生じ得る課題を把
握、整理することが必要である。
　さらに、中小企業が導入しやすいその他の制度についても、幅広く検討することとが望まれる。
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